
 

八 潮 監 告 示 第 ６ 号  

地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 八 潮 市

長 及 び 八 潮 市 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 令 和 元 年 度 定 期 監 査

（ 平 成 ３ ０ 年 度 後 期 分 ） の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 の 報 告 が あ

っ た た め 、 別 紙 の と お り 公 表 す る 。  

 

 

令 和 元 年 ８ 月 ２ ８ 日  

 

 

八 潮 市 監 査 委 員   原      寿  基    

八 潮 市 監 査 委 員  服  部  清  二   



 

八潮総収第４０３号 

令和元年８月２６日 

 

 八潮市監査委員 原   寿 基 様 

 八潮市監査委員 服 部 清 二 様 

 

 

     八潮市長 大 山  忍 

 

 

   令和元年度定期監査（平成３０年度後期分）の指摘事項に 

ついて（通知） 

 令和元年７月２５日付け八潮監発第４７号により提出された令和元年度定

期監査（平成３０年度後期分）の指摘事項について、下記のとおり措置を講

じたので、地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき通知します。 

 

記 

１ 指摘事項 

１ 旅費について 

・出張命令票の鉄道賃の記入誤りにより、支給額を誤っているものが認め 

られた。（総務人事課、長寿介護課） 

 

２ 臨時職員の賃金について 

・出勤簿の集計誤りにより、支給額を誤っているものが認められた。 

（企画経営課、市民協働推進課） 

・時間外勤務の割増賃金の計算漏れにより、支給額を誤っているものが認 

められた。（市民課） 

・１週間の勤務時間が３８時間４５分を超過した分の割増賃金の計算漏れ 

により、支給額を誤っているものが認められた。（障がい福祉課） 

・通勤届の支給決定額が誤っていたことにより、支給額を誤っているもの 

が認められた。（健康増進課） 

 

３ 非常勤特別職の費用弁償について 

・出張旅費の日当の請求誤りにより、支給額を誤っているものが認められ 

た。（人権・男女共同参画課） 

・出張（直行直帰）をした日に、通勤分の費用弁償を支給しているものが 



 

認められた。（総務人事課） 

・勤務日数の集計誤りにより、支給額を誤っているものが認められた。 

（長寿介護課） 

 

 

 ２ 措置内容 

  別紙「令和元年度定期監査（平成３０年度後期分）措置事項報告書」の

とおり 



 

令和元年度定期監査（平成 30 年度後期分）措置事項報告書 

 

指摘事項 措置状況 

１ 旅費について 

出張命令票の鉄道賃の記入誤りによ

り、支給額を誤っているものが認めら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 臨時職員の賃金について 

・・出勤簿の集計誤りにより、支給額を誤

 

出張命令票摘要欄に出張ルート等

を記載するものですが、それを別紙

に記載して出張命令票に添付してお

りました。 

その添付した別紙については、過

去に使用したものに上書きを行った

ものであったことから、記入誤りが

発生したものです。 

今後は、伝票の決裁時など、別紙

についても改めて確認を行う等チェ

ック体制の強化にも努めてまいりま

す。       （総務人事課） 

 

職員の旅費の支給額誤りの原因に

つきましては、出張命令票に記載さ

れた鉄道賃の記入誤りにより、鉄道

賃を、本来は安価である「目的地か

ら居住地までの額」を記載すべきと

ころ、「目的地から勤務地までの額」

が安価であると判断してしまったた

め、支給額の積算を誤ってしまった

ものです。 

今後は、鉄道賃の記入誤りのない

よう職員に周知徹底するとともに、

決裁時や支出伝票作成の際にも、鉄

道賃に誤りがないかインターネット

の経路検索で確認することで、再発

防止に努めます。  （長寿介護課） 

 

 

臨時職員の 11 月分賃金について、



 

っているものが認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・時間外勤務の割増賃金の計算漏れに

より、支給額を誤っているものが認め

られた。 

 

 

 

 

 

雇用契約上の勤務時間５時間とすべ

きところ、私事都合により 11 月 28

日は 1.5 時間勤務し、残時間 3.5 時

間について４時間の有給休暇を取得

しましたが、賃金の計算において、

勤務時間を繰り上げ、２時間とした

ため、同日の賃金支給額を６時間と

して算出したことにより、平成 30 年

12 月 14 日の支給において、950 円

の過支給となったものです。 

対象となった臨時職員に説明のう

え、令和元年５月 10 日、歳出戻入の

対応を行いました。 

今後は、臨時職員賃金支給時にお

いて、所属長及び担当主査による確

認を徹底してまいります。 

（企画経営課） 

 

３月分の賃金について、計算誤り

により支給不足が生じました。  

説明のうえ、現金で賃金の不足分

の支払いを行いました。 

今後は、臨時職員出勤簿等の記入

方法について指導を徹底するととも

に出勤簿と年次有給休暇簿の確認を

再度行い、チェック体制の強化に努

めてまいります。（市民協働推進課） 

 

割増賃金の認識に誤りがありまし

た。このため、通常勤務の賃金単価

により支給してしまいました。 

 

なお、割増賃金につきましては支

給し、今後につきましては、月末の

賃金計算の際、時間外勤務が行われ

たか確認を行います。 （市民課） 



 

 

・１週間の勤務時間が３８時間４５分

を超過した分の割増賃金の計算漏れに

より、支給額を誤っているものが認め

られた。 

 

 

 

 

 

・通勤届の支給決定額が誤っていたこ

とにより、支給額を誤っているものが

認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 非常勤特別職の費用弁償について 

・出張旅費の日当の請求誤りにより、

支給額を誤っているものが認められた 

 

 

 

 

 

・出張（直行直帰）をした日に、通勤

分の費用弁償を支給しているものが認

められた。 

 

 

 

 

 

出勤簿及び年次有給休暇簿を再度

確認し、５月２９日に遅延利息とと

もに割増賃金を支給いたしました。 

今後につきましては、週の勤務時

間を関係課と調整し、出勤簿及び有

給休暇簿の確認を複数の職員で行

い、再発防止に努めます。 

（障がい福祉課） 

 

交通費を過払いした臨時職員へ交

通費の支給決定額に誤りがあったこ

とを説明し、過払い金額１，０４４

円について、返納してもらい、令和

元年５月２２日に歳出戻入の処理を

しました。また、支給決定金額を修

正しました。 

今後は、交通費が安価なルートで

支給決定をします。 

        （健康増進課） 

 

・支給額を確認し、平成 31 年 3 月

29 日戻入手続きを行いました。 

今後は、日当の区分別支給額を確

認し、出張命令票を作成するよう周

知するとともに、決裁時の確認を徹

底するよう努めてまいります。 

（人権・男女共同参画課） 

 

総務人事課の担当職員が作成した

出勤簿に非常勤特別職の職員が出勤

の確認印を押印しているところです

が、直行直帰した日においても勤務

日であったことから押印がされてい

ました。 

それを担当職員が出勤日とカウン



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・勤務日数の集計誤りにより、支給額

を誤っているものが認められた。 

 

 

 

トをしたため費用弁償に支給誤りが

発生したものです。 

今後は、直行直帰の出張があった

場合には出勤簿にその旨を記載して

もらうものとし、担当者が確認でき 

 

るようにするなど、複数人で確認を

厳重に行うよう努めます。 

（総務人事課） 

 

非常勤特別職の費用弁償につきま

しては、２月２４日に３時間の有給

休暇を取得し、半日勤務の日で出勤

がなかったにもかかわらず費用弁償

を支給してしまったため、過払い分

１００円を戻入しました。 

出勤日数と通勤手当を支給しない

有給日数の差し引きに間違いがない

か、決裁権者の他に、複数の職員で

確認することで再発防止に努めま

す。       （長寿介護課） 

 

 

 

 



 

八潮教総収第４０６号                         

令和元年８月２０日 

 

 

八潮市監査委員  原  寿基 様 

八潮市監査委員  服部 清二 様 

 

 

                        八潮市教育委員会 

                        教育長 石 黒 貢 

 

 

   令和元年度定期監査(平成３０年度後期分)の指摘事項について(通知) 

令和元年７月２５日付け八潮監発第４７号により提出された平成３０年度

定期監査の指摘事項について、下記のとおり措置を講じたので、地方自治法

第１９９条第１２項の規定に基づき通知します。 

記 

１ 指摘事項 

（１）旅費について 

    出張命令票の車賃の請求誤りにより、支給額を誤っているものが認

められた。（社会教育課） 

（２）臨時職員の賃金について 

    年次有給休暇の差引誤りにより、支給額を誤っているものが認めら

れた。（文化財保護課） 

    特別休暇取得日の単位時間誤りにより、支給額を誤っているものが

認められた。（指導課） 

    通勤届の支給決定額が誤っていたことにより、支給額を誤っている

ものが認められた。（社会教育課） 

 

２ 措置内容 

別紙「令和元年度定期監査（平成３０年度後期分）措置事項報告書」のと

おり 



 

令和元年度定期監査（平成３０年度後期分）措置事項報告書 

  

指摘事項 措置状況 

（１）旅費の支給について 

出張命令票の車賃の請求誤り

により、支給額を誤っているも

のが認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）臨時職員の賃金について 

年次有給休暇の差引誤りによ

り、支給額を誤っているものが

認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直帰をしている分のバス代の

支出をするに至った原因につき

ましては、 旅費の減額調整につ

いては、認識をしていたものの、

その減額を行うことを忘れ、係で

の伝票確認が十分になされず、旅

費を算出してしまったことによ

るものです。 

令和元年５月１６日に直帰の

バス代 206円の戻入をしました。 

今後につきましては、旅費の減

額調整を再確認し、特に、バス通

勤者について注意をするよう、全

職員で再確認しました。 

（社会教育課） 

 

誤りのあった部分については

早急に訂正し、多く支払った賃金

については、当事者から返金して

もらうことにより対応しました。 

 臨時職員に対し、有給休暇の取

得方法について指導するととも

に注意喚起を行いました。また、

臨時職員賃金担当である職員に

対し、確認の強化に努めるよう指

導しました。 

（文化財保護課） 

 

 

 

 



 

特別休暇取得日の単位時間誤

りにより、支給額を誤っている

ものが認められた。     

 

 

 

 

通勤届の支給決定額が誤って

いたことにより、支給額を誤っ

ているものが認められた。 

 

 

本人に誤りを伝えるとともに

今年度も採用していることから、

令和元年６月賃金（令和元年７月

１３日振込）において２時間の過

払い分を調整しました。 

         （指導課） 

 

 通勤届支給決定額の誤りが生

じた原因につきましては、本人か

ら申請があった、最短距離の通勤

経路に基づいて支払いを行うと

認識していたため、誤って多く支

給してしまいました。 

 再度、出勤簿の確認を行ったう

えで、経済的かつ合理的な額と実

際に支給した額の差額分を返金

してもらいました。 

 今後は、規則に沿う経路で支給

額を決定するよう注意し、改めて

「八潮市臨時職員の任用、勤務条

件等に関する条例」について、係

内職員に徹底するとともに、複数

の職員で十分な確認を行い、再発

防止に努めます。 

     （社会教育課） 

 

 

 

 


